
告

示

\
名
称
、
位
置
及
び
所
在

地
]

種
類
及
び

方
式

^
使
用
開
始

日

_
搬
送
周
波

数

`
空
中
線
電

力

a
コ
ー
ス

の
方
向

b
識
別
符

号
c

運
用
時
間

d
利
用
上
の

特
記
事
項

名
称
位
置
及
び
所
在
地

明
野
タ
カ

ン

Ｎ
34†

31û
42•

7ü
Ｅ
136†

40û
30•

6ü
三
重
県
度
会
郡
小

俣
町
明
野

タ
カ
ン

平
成
15年

６
月
12日

1¶
144
M
H
z

５
K
W

全
方
向
Ａ
Ｋ
Ｔ

８
時
か
ら

17
時
ま

で
。
た
だ

し
、
土
曜

日
、
日
曜

日
及
び
祝

祭
日
は
休

止
期
間
中

に
あ
っ
て

も
、
１
時

間
以
上
前

に
要
求
が

あ
れ
ば
運

用
す
る
。

な
し

平成˜œ年�月�日 金曜日 (号外第˜™œ号)官 報
第
七
条

工
業
所
有
権
の
手
数
料
等
を
現
金
に
よ
り
納
付
す
る
場
合
に
お
け
る
手
続
に
関
す
る
省
令
（
平
成
八
年
通
商

産
業
省
令
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
三
項
中
「
意
匠
登
録
出
願
の
提
出
に
よ
り
同
時
に
行
う
場
合
」
を
「
意
匠
登
録
願
の
提
出
に
よ
り
同
時

に
行
う
場
合
、
手
数
料
の
補
正
及
び
商
標
登
録
出
願
に
係
る
商
品
及
び
役
務
の
区
分
の
数
を
増
加
す
る
補
正
を
手
続

補
正
書
の
提
出
に
よ
り
同
時
に
行
う
場
合
」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
の
備
考
10
中「「営

業
所

」」を「「日
本
に
お
け
る
営
業
所

」」に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
11
中
「し

、
そ
の

次
に
「
代
表
者
」
の
欄
を
設
け
る
も
の
と

」
を
削
る
。

様
式
第
二
の
備
考
２
中「「営

業
所

」」を「「日
本
に
お
け
る
営
業
所

」」に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
３
中
「し

、
そ
の

次
に
「
代
表
者
」
の
欄
を
設
け
る
も
の
と

」
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
特
許
法
施
行
規
則
の
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
特
許
出
願
の
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
に
つ
い
て
の
補
正
及
び
こ
の
省
令
の
施

行
前
に
し
た
特
許
出
願
に
係
る
特
許
の
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
に
つ
い
て
の
訂
正
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
特
許
法
第
百
八
十
四
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
翻
訳
文
を
提
出
し
た
同

法
第
百
八
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
許
出
願
と
み
な
さ
れ
る
国
際
出
願
の
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
に

つ
い
て
の
補
正
及
び
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
特
許
法
第
百
八
十
四
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
翻
訳

文
を
提
出
し
た
同
法
第
百
八
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
許
出
願
と
み
な
さ
れ
る
国
際
出
願
に
係
る
特
許

の
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
の
訂
正
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
実
用
新
案
施
行
規
則
の
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
実
用
新
案
登
録
出
願
の
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
に
つ
い
て
の
補
正
及
び
こ
の

省
令
の
施
行
前
に
し
た
実
用
新
案
登
録
出
願
に
係
る
特
許
の
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
に
つ
い
て
の
訂
正
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
実
用
新
案
法
第
四
十
八
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
翻
訳
文
を
提
出
し
た

同
法
第
四
十
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
実
用
新
案
登
録
出
願
と
み
な
さ
れ
る
国
際
出
願
の
願
書
に
添
付
し
た

明
細
書
に
つ
い
て
の
補
正
及
び
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
実
用
新
案
法
第
四
十
八
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
翻
訳
文
を
提
出
し
た
同
法
第
四
十
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
実
用
新
案
登
録
出
願
と
み
な
さ
れ
る
国

際
出
願
に
係
る
特
許
の
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
の
訂
正
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
六
条

特
許
登
録
令
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
三
十
三
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
八
条
第
三
項
中
「
第
二
十
七
条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
二
項
」
を
加
え
る
。

第
三
十
一
条
の
見
出
し
及
び
第
一
項
中
「
明
細
書
」
の
下
に
「
、
特
許
請
求
の
範
囲
」
を
加
え
る
。

様
式
第
七
の
備
考
19
中
「当

該
届
出
が
特
許
出
願
（
特
許
法
第

184条
の
３
第
２
項
の
国
際
特
許
出
願
、
同
法
第

184条
の

20第
４
項
の
規
定
に
よ
り
特
許
出
願
と
み
な
さ
れ
る
国
際
出
願
及
び
防
衛
目
的
の
た
め
に
す
る
特
許
権
及

び
技
術
上
の
知
識
の
交
流
を
容
易
に
す
る
た
め
の
日
本
政
府
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と
の
間
の
協
定
の
議
定
書
第

３
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
特
許
出
願
（
以
下
こ
の
備
考
に
お
い
て
「
国
際
特
許
出
願
等
」
と
い
う
。）を
除
く
。）

に
つ
い
て
の
場
合
に
あ
っ
て
は

」
及
び
「、

国
際
特
許
出
願
等
に
つ
い
て
の
場
合
に
あ
っ
て
は
特
許
法
施
行
規
則
様

式
第
19に
よ
り

」
を
削
る
。

様
式
第
九
の
備
考
７
中「「様

式
第
18」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
13」
と
、

「様
式
第
19」と

あ
る
の
は

「様
式
第
14

」」

を「「特
許
法
施
行
規
則
様
式
第
18に
よ
り
」
と
あ
る
の
は

「当
該
補
正
が
特
許
出
願
人
に
つ
い
て
の
場
合
に
あ
っ
て

は
特
許
法
施
行
規
則
様
式
第
13よ
り
、
特
許
権
の
存
続
期
間
の
延
長
登
録
の
出
願
人
に
つ
い
て
の
場
合
に
あ
っ
て
は

特
許
法
施
行
規
則
様
式
第
14に
よ
り

」」に
改
め
る
。

〇
防
衛
庁
告
示
第
九
十
三
号

飛
行
場
及
び
航
空
保
安
施
設
の
設
置
及
び
管
理
の
基
準
に
関
す
る
訓
令
（
昭
和
三
十
三
年
防
衛
庁
訓
令
第
百
五
号
）

第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
明
野
飛
行
場
の
航
空
保
安
無
線
施
設
設
置
に
つ
い
て
、次
表
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
六
日

防
衛
庁
長
官

石
破

茂

〇
防
衛
庁
告
示
第
九
十
四
号

飛
行
場
及
び
航
空
保
安
施
設
の
設
置
及
び
管
理
の
基
準
に
関
す
る
訓
令
（
昭
和
三
十
三
年
防
衛
庁
訓
令
第
百
五
号
）

第
九
条
第
三
項
及
び
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
静
浜
飛
行
場
の
施
設
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
六
日

防
衛
庁
長
官

石
破

茂

一

昭
和
三
十
五
年
防
衛
庁
告
示
第
三
百
三
十
号
の
一
部
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

第
四
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中「
舗
装
の
種
類

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装（
一
部
コ
ン
ク
リ
ー

ト
舗
装
）」を
「
舗
装
の
種
類

コ
ン
ク
リ
ー
ト
舗
装
」
に
改
め
る
。

_

誘
導
路

延
長

千
七
百
七
十
メ
ー
ト
ル

幅

十
八
メ
ー
ト
ル

舗
装
の
種
類

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装

二

昭
和
三
十
五
年
防
衛
庁
告
示
第
三
百
三
十
一
号
の
一
部
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

^

第
四
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

˜š


